土浦市農業委員会委員の募集要項

１　募集人数　
１２人

２　任期　
令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日

３　主な職務内容
（１）農地の権利移動及び転用許可等に係る審議並びにこれらに関連する
現地調査
（２）農地利用の最適化の推進
① 担い手への農地の集積・集約化
② 耕作放棄地の発生防止・解消のための現地調査及び相談活動
③ 新規参入の促進
④ 農地中間管理機構と連携した農地の貸し手と借り手のマッチング
⑤ 地域の話し合いの場におけるコーディネーター役
（３）農家からの相談対応及び指導･助言
（４）違反転用の指導・監視

４　委員報酬
（１）会長　　　　　　月額７７,０００円
会長職務代理者　月額６１,０００円
委員　　　　　　月額６０,０００円
（２）上記の報酬に加え、年度末に農地利用の最適化に係る活動及び成果の
実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市規則で定める方法に
より算出した額を支給します。

５　身分
　土浦市の特別職の非常勤職員

６　推薦を受ける者及び応募する者の資格
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その
他の農業委員会の所掌に属する事項に関して、その職務を適切に行うととも
に積極的に活動できる者であって、次の各号のいずれにも該当しないもので
あること。
（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
（２）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け
ることがなくなるまでの者
（３）次に掲げる市町村税に滞納がある者
　　① 市町村民税
　　② 固定資産税・都市計画税
　　③ 軽自動車税
　　④ 国民健康保険税
（４）市町村民税に未申告、不申告又は無申告がある者（申告義務がない者
を除く。）
（５）農地法第５１条に規定する違反転用者等
（６）法令等により農業委員会委員との兼職ができない者

７　推薦・応募の方法
推薦届又は応募届に必要事項を記入の上、添付書類とともに下記のとおり　提出してください。推薦届・応募届は土浦市役所農林水産課・農業委員会、　各支所・出張所、各地区コミュニティセンターに備えるほか、土浦市ホームページからダウンロードできます。
農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に、推薦又は応募することはでき　ますが、兼務はできません。
推薦をした方、推薦を受けた方及び応募した方については募集期間の中間と終了後に公表します。
なお、推薦及び応募に係る書類は返却できませんのでご了承ください。
（１）推薦・応募届
① 個人が推薦する場合　　　　　【様式第１号】
② 法人又は団体が推薦する場合　【様式第２号】
③ 個人で応募する場合　　　　　【様式第３号】
（２）添付書類（推薦を受ける者又は応募者)
[bookmark: _GoBack]① 市町村税に滞納がないことの証明書　(※必須)
※税目指定･年度指定等の記載がされていない納税証明書等で、
発行後３か月以内のもの
② 令和７年度の市町村民税の課税(非課税)証明書　(※必須)
※発行後３か月以内のもの
③ 認定農業者である法人の役員等である場合は、当該法人の法人
市町村民税の納税証明書　(※必須)
※発行後３か月以内のもの

④ 市外の認定農業者である場合は、認定農業者であることを証明する
書類の写し
⑤ 住所が市外の場合は、住民票
※発行後３か月以内のもの
　　⑥ 同意書及び宣誓書
⑦ その他必要に応じて提出を求められた書類
（３）募集期間
令和８年３月２日（月）から３月３０日（月）まで。なお、募集期間は
延長する場合があります。
（４）提出先　
市農林水産課へ持参（土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分
まで）、または郵送（締切日までの消印有効）してください。
【土浦市農林水産課　〒300-8686土浦市大和町９番１号　℡029-826-1111
（内線2710）】

８ 応募状況等について募集期間の中間及び終了後に次の内容を公表します。
（１）推薦者（個人）については、氏名、職業、年齢及び性別
（２）推薦者（法人・団体）については、名称、目的、代表者又は管理人の
氏名、構成員の数及び構成員の資格
（３）	被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の
状況
（４）推薦又は応募の理由
（５）被推薦者又は応募者が認定農業者であるか否か
（６）被推薦者・応募者の数及びそのうちの認定農業者の数

９　選定方法
土浦市農業委員会委員候補者評価委員会にて、提出された応募書類等をもとに候補者を選定し、議会の同意を得て任命します。結果は、推薦を受けた者及び応募した者全員に通知します。なお、必要に応じて、面接を実施する場合があります。また、任命に当たっては、以下の条件が法律により規定されています。
（１）認定農業者が委員の過半数を占めること。
（２）農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれ
ること。
（３）委員の年齢、性別等に著しい偏りがないよう配慮すること。
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